
　
経
済
的
な
理
由
に
よ
っ
て
、
小
・
中
学

校
へ
の
就
学
に
支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ

る
家
庭
に
対
し
て
、
学
用
品
費
や
給
食
費

な
ど
の
一
部
を
援
助
す
る
制
度
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　
制
度
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
各

学
校
ま
た
は
学
校
教
育
課
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

● 

対
象
…
町
内
に
住
所
を
有
し
、
町
内
の

小
・
中
学
校
お
よ
び
県
立
中
学
校
に
子

ど
も
が
在
籍
す
る
家
庭
で
、
世
帯
全
員

　

日
野
町
人
権
啓
発
推
進
連
絡
協
議
会

（
人
推
連
協
）
と
7
つ
の
地
区
人
権
啓
発

推
進
協
議
会（
地
区
人
推
協
）
は
、
令
和

4
年
に
30
周
年
と
い
う
大
き
な
節
目
を
迎

え
ま
す
。

　
平
成
4
年
2
月
末
、
同
和
対
策
特
別
措

置
法
の
法
切
れ
を
控
え
「
同
和
対
策
の
終

結
を
め
ざ
す
」
町
民
集
会
が
日
野
町
主
催

で
行
わ
れ
、
同
和
対
策
事
業
を
終
了
し
、

同
じ
町
民
と
し
て
同
じ
施
策
の
中
で
課
題

を
解
決
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
日
野
町
同
和
推
進
協
議
会

を
解
散
し
、
人
推
連
協
と
7
つ
の
地
区
人

推
協
が
発
足
し
ま
し
た
。

●
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

　
そ
れ
か
ら
30
年
。
地
区
人
推
協
は
、
各

種
の
人
権
課
題
を
テ
ー
マ
に
、
一
人
ひ
と

り
の
身
近
な
課
題
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
地
域
の
課
題
解
決
に
も
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。
町
の
単
位
で
は
、「
人
権
委

員
交
流
研
修
会
」、「
ふ
れ
あ
い
学
習
会
」、

「
人
権
学
習
講
座
」
に
取
り
組
み
、
各
区

単
位
で
は
、
講
演
会
や
研
修
会
、
字
別
懇

談
会
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

子
ど
も
達
と
保
護

者
の
た
め
の
家
庭
教

育
の
場
で
す
。
子
育
て

サ
ポ
ー
タ
ー
と
一
緒
に
、

自
由
遊
び
や
工
作
、
季

節
の
行
事
を
楽
し
み

ま
せ
ん
か
？

●
時　
間
…
10
時
～
11
時
30
分

●
場　
所
…
保
健
セ
ン
タ
ー

の
前
年
の
所
得
合
計
が
基
準
以
下
の
家

庭
な
ど

● 

申
請
…
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
必
要
書
類
を
添
え
て
各
学
校
ま

た
は
学
校
教
育
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い（
申
請
書
は
、
各
学
校
や
学
校
教
育

課
ま
た
は
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り

ま
す
）。
年
度
途
中
で
の
申
請
も
随
時

受
付
を
し
て
い
ま
す
。
認
定
さ
れ
た
場

合
、
申
請
月
の
翌
月
か
ら
該
当
に
な
り

ま
す
。

●
こ
れ
か
ら
の
課
題

①
人
づ
く
り
、
組
織
づ
く
り

　

人
権
の
活
動
に
は
核
と
な
る
リ
ー
ダ
ー
の
存

在
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
人
口
減
少
や
高
齢
化
に
よ
り
役
員
の

担
い
手
が
不
足
し
て
き
て
い
る
中
、
草
の
根
的

な
人
権
啓
発
の
取
り
組
み
を
持
続
可
能
な
も
の

と
し
て
く
た
め
、
地
域
に
お
い
て
確
固
と
し
た

組
織
が
あ
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

②
公
民
館
を
拠
点
と
し
た
活
動
の
活
性
化

　

公
民
館
は
社
会
教
育
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
様

な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
人
権
教
育
に
お
い

て
も
地
区
人
推
協
の
主
体
性
の
あ
る
活
動
を
支

援
し
つ
つ
、
共
に
活
動
を
担
っ
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
す
。

　

現
在
、
日
野
町
の
人
権
啓
発
活
動
は
、
人
推

連
協
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
と
向
き
合

い
な
が
ら
、
地
域
や
一
人
ひ
と
り
の
課
題
に
目

を
向
け
、
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

30
周
年
を
迎
え
、
こ
の
機
会
に
今
あ
る
町
の

人
権
の
姿
を
今
一
度
学
び
直
し
、
こ
れ
か
ら
も

誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い

地
域
を
目
指
し
て
、
人
権
啓
発
活
動
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

●
対　
象
…
未
就
園
の
子
ど
も
と
保
護
者

●
参
加
費
…
無
料

●
内　
容
…
自
由
遊
び
・
工
作
・
運
動
会
・

　
　
　
　
　
読
み
聞
か
せ
な
ど

《
年
間
予
定
日
》

　
毎
月
第
4
金
曜
日
。
た
だ
し
、
9
月
は

30
日（
金
）、
12
月
は

2
日（
金
）で
す
。（
予

定
は
変
更
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
）

小・中
学
校 

日
野
町
就
学
援
助
制
度

日
野
町
人
権
啓
発
推
進
連
絡
協
議
会

～
30
周
年
を
迎
え
て
～

親
子
ぷ
れ
す
て

☆
パ
パ
・
マ
マ
の
子
育
て
応
援
し
ま
す
☆

◆
問
い
合
わ
せ
先  

教
育
委
員
会
事
務
局 

学
校
教
育
課 

☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
6
4

◆
問
い
合
わ
せ
先  
教
育
委
員
会
事
務
局 

生
涯
学
習
課 

☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
6
6

◆
問
い
合
わ
せ
先  

生
涯
学
習
課  

生
涯
学
習
担
当  

☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
6
6
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児童手当制度が変わります児童手当制度が変わります

　児童手当受給者は毎年6月に現況届の提出が
必要でしたが、令和4年度より提出が原則不要
になります。
　ただし、次の方については引き続き現況届の
提出が必要となりますのでご注意ください（対
象の方には町から5月下旬頃に通知します）。
・�町で住所地を把握できない、法人である未成
年後見人
・�6月1日現在で配偶者と離婚協議中である受
給者
・�住民票のある住所地以外の市町村で受給して
いるＤＶ避難者
・�施設・里親の受給者
・�その他現況届の提出が必要と町で判断された
受給者
※�受給者の加入する年金が変わったとき（受給
者が公務員となったときを含む）は届出が必
要となります。加入する年金に変更が生じた
際には子ども支援課で手続きをお願いします。

　児童手当受給者の所得が、次の所
得制限額表の①所得制限限度額以上、
②所得上限限度額未満の場合、特例
給付（児童1人当たり月額一律5，000
円）を支給します。
　なお、令和4年10月支給分から、
児童手当受給者の所得が②（所得上限
限度額）以上の場合、児童手当・特例
給付は支給されません。
　また、所得が所得上限額を超え、
児童手当・特例給付が支給されなく
なった方については受給資格が喪失
することとなり、翌年所得が所得上限
額未満になった際には新
たに町への認定請求が必
要となります。

現況届の提出が原則不要になります

児童手当制度について
　次代の社会を担う児童の健やかな成長を支えること
を目的とした制度です。
●支給対象となる児童
　�0歳から中学校卒業まで
　（15歳到達後最初の3月31日まで）の児童
●手当の月額
　【①所得制限限度額未満の方】
　　3歳未満�…………………………�一律　15,000円　
　　3歳以上小学校修了前（第1・2子）……�10,000円　
　　3歳以上小学校修了前（第3子以降）…�15,000円　
� （�※施設入所等児童については、一律　10,000円）
　　中学生�……………………………�一律　10,000円　
　�【①所得制限限度額以上、②所得上限限度額未満の方】
　　特例給付�…………………………� 一律　5,000円　
●支給月
　�6月、10月、2月に、それぞれの前月分までを支給
●支給開始月
　�原則として、申請があった月の翌月から支給

◆問い合わせ先　子ども支援課　子ども支援担当　☎0748-52-6583

①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数
（カッコ内は例）

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

0人
（前年末に児童が生まれて
いない場合 等）

622 833.3 858 1071

１人
（児童1人の場合 等） 660 875.6 896 1124

２人
（児童1人＋年収103万円
以下の配偶者の場合 等）

698 917.8 934 1162

３人
（児童2人＋年収103万円
以下の配偶者の場合 等）

736 960 972 1200

４人
（児童3人＋年収103万円
以下の配偶者の場合 等）

774 1002 1010 1238

５人
（児童4人＋年収103万円
以下の配偶者の場合 等）

812 1040 1048 1276

※�扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でな
い児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
※�扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円（扶養親族等が同一生計配偶
者（70歳以上の者に限ります。）又は老人扶養親族であるときは44万円）を加算した
額となります。
※�「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給
与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

特例給付
所得制限が変わります
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